
一般介護予防事業（元気はつらつ体操教室・シニア塾・ 

ふれあいサロン・元気な一歩会）など 

相談

地域包括
支援
センター

市
かしはら
街の介護
相談室

サービス利用までの流れ 

要介護（要支援）認定申請 基本チェックリストの実施 

非該当 非該当 
要介護 

1～5 
該当 

(事業対象者) 
要支援 1・2 

ケアマネジャーと相談し、利用する

サービスを決めます 

訪問型サービス・通所型

サービスのみを希望し

ている場合 

介護（予防）サービスを

希望している場合 

例)施設サービス、在宅

サービス（訪問・通所）、

福祉用具貸与・購入、

住宅改修など 


